
地域密着型金融推進に関する取組み



　　　・・・　中小企業金融再生に向けた取組み、健全性確保・収益性向上等に向けた取組み

　　平成１７年４月～１９年３月　「地域密着型金融の機能強化」

　　　・・・　事業再生・中小企業金融の円滑化、経営力の強化、地域の利用者の利便性向上

　　の取組みを４年間行なってまいりました。

　・平成２０年４月以降の取組み

　　　１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

　　　２．中小企業に適した資金供給手法の徹底

　　　３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

　　を３本柱に、地域に密着した活動を推進してまいりました。

■　取組方針

　・これまでの経緯

　　平成１５年４月～１７年３月　「リレーションシップバンキングの機能強化計画」



　します。

　と一体となった改善へ向けて取組んでいきます。

・１９年７月に２０名の方に賛同を得て発足いたしました。

　経営塾の開催は年４回（２０年４月、８月、１０月、２１年１月）

　実施しました。２１年度は参加者を拡大し更なる支援強化を目指

　＊当組合単独支援が困難な場合は、他金融機関との協調も視野に

　　入れ、可能な限りでの支援を実施します。

・２０年度は、コンサルタントとの協力により１先に対し改善計画

　を策定しました。２１年度以降に見直しを行ないながら、経営者

・２０年度の創業･新事業支援先はありませんでしたが、今後も

　事業所推進室･営業店･本部が一体となって積極的な取組みを展開

　していきます。

・当組合における「実施要領」に基づき、ご訪問させて頂く先や

　ご訪問時の確認内容等について、実施してまいりました。

　２１年３月時点では１００％の完全訪問（面談）までには至って

　おりませんが、完全訪問（１００％）を目指します。

・再生支援協議会若しくは他金融機関からの要請に基づく支援を

　推進しております。

　２０年度に新たな支援先はありませんでしたが、他金融機関の

　メインお取引先に対し、協調支援を実施しております。

　実施。

　

　あった、お取引先等への、改善支援の取組。

・後継者育成を主眼においた「経営塾」を開講し

　年４回、外部講師による塾生への講義･講話の

・経営改善が必要と判断したお取引先、ご相談が

・組合内での「事業資金相談制度」を活用した

　積極的な取組。

・お取引先に対し、毎月もしくは２ヶ月に１回の

　定期訪問を実施し、業況の確認や資金需要等の

　ご相談対応。

・中小企業再生支援協議会との連携による再生

　支援の強化

事業承継支援について

経営改善支援について

創業・新事業支援について

事業再生について

ローンレビュー等の強化に

よる事業所との関係強化

項目 取組事項 進捗状況

各項目の取組事項と進捗状況（平成２０年４月～２１年３月）

　１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化



　多様なサービスの提供 ・経営報告会開催による組合員皆様の要望等の 　議題：経済セミナー「学んで知って、お金に強くなる」

　前の債務一本化による生活安定支援の取組。 　＊相談があった先について、全ての方の一本化が出来たわけでは

（金融知識の普及等） 　反映 ・職場内年代別金融セミナーの開催（１８回、１８０名）　

　　ありませんが、可能な範囲での一本化を実施いたしました。

・多重債務への取組み ・法的整理（自己破産・民事再生・債務整理等） ・債務の一本化の件数　３６件

・経営報告会の実施　　　　　対象者　１４６名

・２０年度は市町村への新規資金供給を実施しました。

・長崎市男女協同参画室主催セミナーへの講師派遣（３回）・金融セミナー開催による金融知識の普及

　はありませんでした。

・企業提携の売掛債権担保につきましては、新規取引先を含め13先

　との契約をさせて頂いております。

　長崎県信用保証協会取扱いの売掛債権担保につきましては取扱い

　す。

・２０年度は緊急保証を含めて長崎県信用保証協会保証融資を

　行ないました。

・２１年度は営業店長のトップセールスによる開拓増強を図りま

　２．中小企業に適した資金供給手法の徹底

項目 取組事項 進捗状況

　提携商品「がんばるばい」の推進

過度に依存しない融資

・市町村への資金供給による地域再生への貢献

　３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

項目 取組事項 進捗状況

　　前提とした商品です。

・企業提携による売掛債権担保の取組実施。

・動産担保の取組可能な制度の検討。

・地域の面的再生

　長崎県信用保証協会保証の売掛債権担保の推進。

・保証会社保証による「パートナーズ」の推進

・当組合商品「スクラム」の推進

　＊いずれの商品も原則、無担保・無保証人を

・長崎県信用保証協会保証融資の推進

・長崎県信用組合協会と長崎県信用保証協会との

・地域活性化につながる

ついて

売掛債権担保・動産担保に

不動産担保・個人保証に



主要計数の開示

１．経営改善支援等の取組み実績
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（単位：先数、％）
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　うち経営改善支援取組み先　α
　期初債務者数Ａ

αのうち再生計画を
者区分が変化しなか 策定した先数

（注）１．本表の「債務者数」、「先数」は、正常先を除く計数です。
　　　２．期初債務者数は平成20年4月当初の債務者数です。
　　　３．債務者数、経営改善支援取組み先数は、取引先企業（個人事業主を含む）であり個人ローン、住宅ローンのみの
　　　　先は含んでおりません。
　　　４．「α（ｱﾙﾌｧ）のうち期末に債務者区分がランクアップした先数β（ﾍﾞｰﾀ）」は当期末の債務者区分が期初より
　　　　ランクアップした先です。なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαには含みますが、βには含んで
　　　　おりません。
　　　５．「αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先γ（ｶﾞﾝﾏ）」は、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先です。
　　　６．「αのうち再生計画を策定した先数δ（ﾃﾞﾙﾀ）」は当組合が中小企業再生支援協議会等と再生計画を策定した先数です。
　　　７．期中に新たに取引を開始した取引先は、本表に含みません。

　（注）当組合独自の無担保・無保証人融資商品です。

（注）　創業・新事業支援として資金使途が確認できるものです。

百万円
　（注）１．「動産・債権譲渡担保融資」は、リース債権およびクレジット債権を担保とした融資を除きます。
　　　　２．動産・債権について、担保権・質権設定契約をしているもののみを対象としております。

平成２０年度中 45 件、 160

百万円
うち、動産担保融資

２．創業・新事業支援融資実績

平成２０年度中 0 件、 0 百万円

３．中小企業に適した資金供給手法

①動産・債権譲渡担保融資の実績

0

うち、売掛債権担保融資
平成２０年度中 45 件、 160

百万円平成２０年度中 0 件、

②財務諸表の制度が相対的に高い中小企業に対する融資商品による融資
平成２０年度中 0 件、 0 百万円


